
奥州都市計画道路の変更（奥州市決定）概要図

３･３･１号金ケ崎水沢線（一般国道４号水沢東バイパス）及び
３・４・16号上小谷木下川端線（一般国道３９７号）の区域変
更に伴い、平面交差する路線の延長または区域等の変更を行う
ものである。

上段：変更後、下段：変更前
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都市計画を変更する理由

3･4･10号
小石田東袖ノ目線

国道４号水沢東バイパスは当該路線と接続しない構造での整備となったことから、当
該路線を都市計画道路３・５・21号南桜沢北上野線（市道十文字秋成線）までとするも
の【区域の変更】

3･4･11号
久田前田中線

国道４号水沢東バイパスの構造形式の見直しにより当該路線との交差が平面交差から
立体交差へ変更となったことから、当該路線についてもこれに合わせ立体交差とし、終
点の位置を変更するもの【構造の変更】【延長の変更】

3･4･15号
林前見分森線

国道４号水沢東バイパス（都市計画道路3・３・１号金ヶ崎水沢線）の幅員見直しに
より当該路線との交差部に変更が生じたことから、これに合わせ起点の位置を変更する
もの【延長の変更】

3･4･24号
森御山下線

水沢羽田市街地を横断する一般国道397号が新小谷木橋架橋により都市計画道路3・
4・16号上小谷木下川端線（市道羽田幹線）にルート変更され、道路改良計画により道
路線形が変更となったことから、これに合わせ終点の位置を変更するもの【延長の変
更】


